
ケアプランデータ連携システムに対する支援策について

ケアプランデータ連携システムの事業所における導入、利用に対して、以下のような支援策を行っている。

導入支援

介護情報基盤とケアプランデータ連携システムの接続サポートを一体的に受ける場合、「介護情報基盤の活用のための介護事業所等への支

援」による助成の対象となる。（令和６年度補正予算及び７年度補正予算に計上）

利用支援

ケアプランデータ連携システムを事業所が利用する際、現在、無料（令和６年度補正予算）とされており、令和７年度補正予算にも無料化

のための予算を計上。
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